
   四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

 四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例

第１６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２６条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

第３０条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を「

２５人」に改める。 

第３２条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を「

２５人」に改める。 

第４５条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を「

２５人」に改める。 

第４８条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を「

２５人」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 当分の間、小規模保育事業所Ａ型、小規模保育事業所Ｂ型、保育所型事業所内保育事

業所及び小規模型事業所内保育事業所に置く保育士及び保育従事者の数の基準は、改正

後の第３０条第２項、第３２条第２項、第４５条第２項及び第４８条第２項の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

３ 前項に規定する期間内においても、小規模保育事業者（Ａ型）、小規模保育事業者（

Ｂ型）、保育所型事業所内保育事業者及び小規模型事業所内保育事業者は、改正後の第

３０条第２項、第３２条第２項、第４５条第２項及び第４８条第２項に定める基準を満

たす数の保育士及び保育従事者を置くよう努めなければならない。 


